
上里町の人事行政の運営等の状況の公表について 
 
 町では、職員数や給与その他の人事行政の運営等の状況について広く知っていただくために、 
次のとおり公表します。 
 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

（１） 職員の採用の状況 
平成１７年度は、事務職２名（１名）、保育士１名（１名）の職員を採用しました。 

注）（ ）内は女性数であり、内書きである。 
 
（２） 職位別任用状況 

平成１８年度３月末現在の課長補佐相当以上の職の総数は２職であり、下表のとおりです。 
  職  名 課長相当職 課長補佐相当職     計 
  職員数 ２２（１） ２５（１） ４７（２） 

注）（ ）内は、女性数であり、内書きである。 
 

（３） 職員の退職の状況 
平成１７年度における職員の退職の状況は下表のとおりです。               （単位：人） 

 事務職 技術職 保育士 全職員 
定年退職 （ ） （ ） （ ） （ ）
勧奨退職 ２（２） （ ） （ ） ２（２）
自己都合退職 （ ） （ ） （ ） （ ）
その他（死亡、免職、失職） １（ ） （ ） （ ） １（ ）
退職者計 ３（２） （ ） （ ） ３（２）

注）（ ）内は、女性数であり、内書きである。 
 
（４） 部門別職員数の状況と主な増減理由 

上里町の給与・定員管理の公表 ６．職員数の状況（１）を参照 
 

（５）定員適正化計画の数値目標及び進捗状況 
上里町の給与・定員管理の公表 ６．職員数の状況（３）を参照 

 

２ 職員の給与の状況 

上里町の給与・定員管理の公表 １～４ を参照 

３ 職員の勤務時間その他の勤務条件給の状況 

（１） 勤務時間の概要 
職員の勤務時間は、一週間当たり４０時間（国：一週間当たり４０時間）と定められており



原則毎週月曜日から金曜日までの、それぞれ８時３０分から１７時１５分までの勤務となりま
す。そのうち、午後０時から０時１５分までの１５分と、午後３時から３時１５分まで１５分 
の間は休息時間、午後０時１５分から午後１時までの４５分の間は休憩時間となっています。 

（２） 休暇制度の概要・種類等 
職員の休暇には、年次有給休暇・病気休暇・特別休暇・介護休暇・組合休暇があり、それぞ

れの概要は以下のとおりです。 
  年次有給休暇：労働基準法第３９条の諸規定に従って与えられる、有給による休暇であり、一  
         年につき最高２０日間付与され、前年度からの繰越分を含めると最高４０日間

となります。 
 
  病 気 休 暇 ：勤労意欲があっても負傷又は疾病の為に勤務することができない職員に対し、 
         医師の証明等に基づき、最小限度必要と認められる期間、その治療に専念させ 

る目的で設けられている有給の休暇です。 
 

  特 別 休 暇：特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合に認められる有給の
休暇です（種類及び日数は下表のとおり）。 

 
  介 護 休 暇：配偶者、子、職員又は配偶者の父母などの親族で負傷、疾病又は老齢により２

週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護をするため、一の継
続する状態ごとに、連続する６月の期間内に勤務しないことが相当であると認
められる場合における無給の休暇です。 

   
組 合 休 暇：労働組合の業務又は活動に従事するため一の年に２０日の範囲で認められてい 
       る無給の休暇です。 
 

（特別休暇の種類及び日数） 
項  目 日  数 

① 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 
 
② 証人、鑑定人、参考人等として、国会、裁判所、 
 地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 
 
③ 出産の場合 
 
 
④ 妊娠中又は出産後一年以内の職員が妊娠又は出 
産に関し、母子保健法第１０条に規定する保健
指導又は同法１３条に規定する健康診査を受け
る場合 

 

・必要と認める期間 
 
・必要と認める期間 
 
 
・出産予定日６週間（多胎妊娠の場合には１４
週間）前から産後８週間を経過するまでの期間 
 
・妊娠６ヶ月までは４週間に１回、妊娠７ヶ月
から９ヶ月までは２週間に１回、妊娠１０ヶ月
から出産までは１週間に１回、産後一年までは
その間に１回とし、１回につき１日の範囲で必
要と認める時間 



                   
                項    目 
⑤妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の
程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認
める場合 
 
⑥ 生後一年に達しない子を育てる場合 
 
⑦ 生理日における勤務が著しく困難な場合 
 
⑧ 忌引きの場合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑨ 配偶者及び父母の祭日の場合 
 
 
⑩ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に
関する法律による交通の制限若しくは遮断又は
健康診断の場合 

 
⑪ 災害による職員の現住居の滅失又は破壊の場合 
 
⑫ 結婚の場合 
 
⑬ 妻の出産の場合 
 
⑭ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する
職員が、その看護にため勤務をしないことが相

         日   数 
・正規の勤務時間の始め又は終りにおいて、１
日を通じて１時間を超えない範囲内でそれぞれ
必要と認める時間 
 
・１日に２回それぞれ３０分間 
 
・３日の範囲内において、必要と認める期間 
 
死亡した者 日   数 

配偶者 ７日 

一親等の直系尊

属（父母） 

血族 ７日 姻族 ３日 

同  卑属（子） 同  ５日 同  １日 

二親等の直系尊

属（祖父母） 

同  ３日 同  １日 

同  卑属（孫） 同  １日 同  － 

二親等の傍系者

（兄弟姉妹） 

同  ３日 同  １日 

三親等の傍系尊

属者（伯叔父母） 

同  １日 同  １日 

 
 
・それぞれ１日。ただし、遠隔地に赴く場合は
往復に要する実日数を加算した日数 
 
・必要と認める期間 
 
 
 
・１週間の範囲内で、必要と認める期間 
 
・５日の範囲内において必要と認める期間 
 
・３日の範囲内において必要と認める期間 
 
・一の年において５日の範囲内の期間 
 



当であると認められる場合 
         項  目 
⑮ 夏季において心身の健康の維持及び増進を図る 
場合 

 
⑯ 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の
事故等により出勤することが著しく困難な場合 

 
⑰ 骨髄移植のための登録の申出、又は骨髄液を提
供をする場合で、必要な検査、入院等をする場
合 

 
⑱ 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に
貢献する活動を行う場合 

 
 
 

 
日  数 

・原則として７月１日から８月３１日までの間 
に５日の範囲内で必要と認める期間 
 
・必要と認める期間 
 
 
・必要と認める期間 
 
 
 
・一の年において５日の範囲で必要と認める期 
間 
 

 
３）年次有給休暇の取得状況 
   平成１７年１月１日から平成１７年１２月３１日までの一般職員の年次有給休暇の平均取得 
  日数は９．０１日となっており、平成１６年（８．０日）と比べて１．０１日増加しています。 
 
（４）育児休業の取得状況 

育児休業とは、職員が任命権者の承認を受けて、その３歳に満たない子を療育するため、子 
  が３歳に達する日までの期間を限度として、勤務に従事しないことを可能とする制度です。育
児 休業をしている期間については、給与は支給されません。 

   一方、部分休業とは、職員が任命権者の承認を受けて、その３歳に満たない子を療育するた
め１日の勤務時間の一部（２時間を限度）について勤務しない制度で、休業した期間の給与は 

  減額されます。 
   平成１７年度中に育児休業取得した職員は１０人、そのうち新規に取得した職員は、６人（女
性６人）であり、平成１６年度に比べ１人増加しました。 

   また、平成１７年度に育児休業をすることができることとなった職員に占める育児休業新規
取得者の割合（取得率）は、女性１００％、男性０％です。 

   なお、部分休業を取得した職員は１７年度も引き続き０人でした。 
                                       （単位：人） 

  休業の種類 
休業者の内訳 

育児休業 
うち新規 

部分休業 
うち新規 

    １０    ６    ０  
うち女性    １０    ６    ０  

取得者合計 

  男性     ０    ０    ０  



（５）時間外勤務の状況 
平成１７年度における選挙事務を除く一般職員の月当たり平均時間は、５．３時間   

  となっており、平成１６年度（７．１時間）に比べ１．８時間の短縮となりました。   
   なお、四半期ごとの時間外勤務の一人当たりの月平均時間の状況は下表のとおりです。 
 
                                      （単位：時間） 
第１四半期 

 （４～６月） 
第２四半期 

（７～９月） 
第３四半期 

（１０～１２月）
第４四半期 

（１～３月） 
年 間 

  ５．５   ３．５     ５．３      ６．６      ２０．９ 
 

４ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

（１）分限処分の状況 
  平成１７年度において、免職処分、降任処分された職員はいませんでした。 
（平成１７年度における職員の意に反する降任・免職の状況）           （単位：人） 
    事由 
 
種類 

勤務成績が良
くない場合 

心身の故障の為職

務遂行に支障があ

る場合 

その職に必要な適

格性を書く場合 
 

廃職又は過員
を生じた場合 

   
   計 

降 任 
 

   ０ 
  （０） 

   ０ 
  （０） 

   ０ 
  （０） 

   ０ 
  （０） 

   ０ 
  （０） 

免 職 
 

   ０ 
  （０） 

   ０ 
  （０） 

   ０ 
  （０） 

   ０ 
  （０） 

   ０ 
  （０） 

注）（ ）内は、平成１７年度の人数です。 
 
（２）懲戒処分の状況 
  平成１７年度に懲戒処分を受けた職員総数は８人（戒告５人・減給３人）で、平成１６年度に
比べて６人増加しています。 
  なお、処分事由別に見ると、一般服務関係（信用失墜行為等）８人となっています。 
 

５職員の服務の状況 

（１）職員の守るべき義務の概要 
   地方公務員法第３０条は、服務の根本基準として、「すべて職員は、全体の奉仕者として公共
の利益の為に勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければな
らない。」と規定しています。この根本基準の趣旨を具体的に実現する為、同法は、職員に対し、 

  法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（同法第３２条）、信用失墜行為の禁止（同法第３３
条）、秘密を守る義務（同法第３４条）、職務に専念する義務（同法題３５条）、政治的行為の制
限（同法第３６条）、争議行為の禁止（同法第３７条）、営利企業等の従事制限（同法第３８条）
など、服務上の強い制限を課しています。 

 



（２）職務専念義務免除の状況 
   職員は、法律又は条令に特例の定めがある場合のほかは、その勤務時間及び職務上の注意力
の全てをその職責遂行の為に用いなければなりません（地方公務員法第３５条）。ただし、「職
務に専念する義務の特例に関する条例」により、研修を受ける場合や厚生事業に参加する場合
に、任命権者の承認を得て、職務専念義務が免除をされることがあります。 

   平成１7年度における承認件数は、研修を受ける場合が２件となっています。 
 
（３）営利企業等従事の許可状況 
   職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする会社等の役員を兼ねたり、報酬
を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならないとされています（地方公務員法第３
８条）。任命権者の許可の基準は、「職員の営利企業等の従事制限に関する規則」に定められて
います。 

   平成１7年度における許可件数は 3件となっており、国勢調査に従事する指導員ならびに調
査員の委嘱と、ＮＰＯ法人のスポーツクラブの指導者を兼ねる職員の地方公務員法上の許可等
です。 

６職員の研修及び勤務成績の評定の状況 

（１）研修の概要 
  平成１７年度に実施した研修は、合計で１３コースあり、のべ研修人員は５５人です。 
 なお、当町における研修体系及び平成１７年度実施状況は、以下のとおりです。 
 ・彩の国さいたま広域連合（自治人材開発センター関係） 

研 修 名 日 数 参加人員 備 考 
新採用職員研修    ４     ３   広域連合 
ＪＳＴ講師指導者研修    １     １ 広域連合   
  合 計    ５     ４  

 
・ 児玉郡市広域市町村圏組合関係 
研 修 名 日 数 参加人員 備 考 

初級研修（Ⅰ）    ４    ９  
初級研修（Ⅱ）    ３    ４  
中級研修    ５    ５  
上級研修    ２    ５  
行政法研修    ６    ６  
中堅研修    ３    ５  
創造的発想法研修    ２    ３  
法制執務研修    ３    １  
監督者研修（標準）    ３    ４  
監督者研修（追指）    ２    ８  
管理者研修    ３    １  
  合 計 ３６ ５１  



７ 職員の福利及び利益の保護の状況 

（１）福利厚生制度の概要  
   職員の共済制度は、地方公務員法第３４条に基づいて定められた地方公務員等共済組合法に
よって具体的に定められています。共済制度を運用し、実施する主体は埼玉県市町村職員共済
組合です。 

   共済組合では、組合員である職員とその家族の病気・ケガ・出産・死亡等に対して必要な給
付を行う「短期給付事業」、職員の退職・障害・死亡に対して年金又は一時金の給付を行う「長
期給付事業」、健康の保持増進事業や住宅資金の貸付などの「福祉事業」の大きく分けて３つの
事業を行っています。 

 
（２）福利厚生制度に係る町の負担状況 
   共済組合の事業を運営する費用は、組合員である職員の掛金と使用者である町の負担金によ
って賄われています。町の負担金の率は法定されており、平成１７年度は１５７，６６５千円
の負担金を支出しました。 

   この他、平成１７年度は、レクリェーション事業等の厚生事業費として６３，０００円を支
出しました。 

 
（３）公務災害の発生状況 
   公務災害補償制度は、職員が公務上の災害（負傷、疾病、障害及び死亡）又は通勤による災
害を受けた場合に、その災害によって生じた損害の補填（補償）と、被災職員の社会復帰の促
進及び職員・遺族の援護を図るために必要な事業（福祉事業）を行うことを目的としています。 

  具体的には、地方公務員法第４５条に基づいて定められた地方公務員災害補償法によって定め
られています。 

   平成１７年度に公務災害又は通勤災害の該当事由はありませんでした。 


